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参考：文部科学省HP

１-1 国の動き①

令和４年６月 スポーツ庁有識者会議による提言

○ 子ども達が生涯を通してスポーツに継続して親しむことができるよう、地域の
持続可能で多様なスポーツ環境を一体的に整備することを目指し、部活動を
学校主体から地域主体にする「地域移行」について提言

（内容）
・令和5年度～7年度にかけて、土日の部活動を地域の活動に移行
・その後、さらに平日についても地域の活動に移行

令和４年１２月 文部科学省ガイドライン策定

○ 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する
総合的なガイドライン策定

→ 各自治体にて部活動の地域移行について検討を開始 １



１-2 国の動き②

１.学校部活動

・外部指導者の確保
・休養日の設定（平日 1日、土日 1日以上の休養日）

２.新たな地域クラブ活動

・地域クラブ活動の運営団体・実施主体の整備充実
・生徒の志向等に適した多様なクラブ活動の創出

３.学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備

・まずは土日、その後平日も含めた環境整備
・令和 5年度からの 3年間は「改革推進期間」

４.大会等の在り方の見直し

・学校単位だけでなく、地域クラブも大会に参加
・教員に頼らない大会運営

▼学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的
なガイドラインのポイント

２



①生徒の自主性を育み、体力や技能の向上
を目指す活動機会の保障

②生徒の興味関心に応じた魅力ある活動
創設

③地域コミュニティの活性化

みよしクラブ活動の目標

３

みよし市では、みよし市教育委員会を実施主体・運営主体として「みよしクラブ」
を設置していきます。



みよしクラブ移行に向けてのスケジュール

R5 R6 R7 R8 R9

位置づけ

運営主体（休日）学校

指導者

運営主体（平日）学校

名称 学校部活動

（多くの部活動で取り組む予定）学校教育の一環

学校部活動

教員・部活動指導員・

外部指導者 （休日）みよしクラブ
教員・指導者・協力者

学校部活動

みよしクラブ （休日）

学校部活動 （平日） みよしクラブ

生涯学習の位置づけ

みよしクラブ

みよしクラブ指導者
（教員は兼職兼業）

みよしクラブ
４

（平日）学校部活動
顧問・部活動指導員・外部指導者



みよしクラブ活動 複数の学校の生
徒が一緒に活動

北中学校

みよしクラブ活動
（新たな活動）

▶ みよし市の子ども達が生涯にわたって、地域で運動・文化活動を楽しむことができる質の高い持続可能な地域クラブ活動を整える。

カヌー協会

みよしクラブ活動

生徒の選択肢を拡大

新たな活動の例

陸上

バドミントン

ラグビー 水泳

👦👧

三好丘中学校南中学校

みよし★★クラブ

三好中学校

みよし○○クラブ

これまでに無か
った種目に参加

自校にないクラ
ブに他校で参加

文化協会

スポーツ協会・連盟

男女差や障がいの有無に
も配慮した活動の創出

活動支援

４-１ みよしクラブ活動（将来像）

大学

連
携運営団体・実施主体

（みよし市教育委員会）

みよし〇〇クラブ

合同地域クラブも 合同地域クラブも

みよし○○クラブ みよし★★クラブ

自校にないクラ
ブに他校で参加

市内全域で

総合型地域
スポーツクラブと連携

・バレーボール
・ソフトテニス
・サッカー
・卓球など

・軟式野球
・吹奏楽
・文化活動

など

スポーツ協会・連盟、地域から指導者を派遣 スポーツ協会・連盟、地域から指導者を派遣

総合型地域スポーツクラブ

複数の学校の生
徒が一緒に活動

生徒の選択肢を拡大

５

Etc…
地元企業



みよしクラブ（学校での活動） 新たなみよしクラブでの活動

みよしクラブ（市内全域で）

※総合型スポーツクラブ・スポーツ協会（連盟）
▶ 各学校での活動
・活動生徒・地域指導者の確保が十分な場合は、学校単位
で学校施設での活動の実施
→ 従来の部活動を継承した活動

▶ 複数校での合同活動
・単独での活動が難しい場合は、複数の学校の生徒で
一緒に活動する。※大会等への参加も合同で参加

▶文化部
・文化協会との連携
様々な文化的な活動が体験できるよう文化協会と連携

▶吹奏楽部
・市内の吹奏楽団との連携
各中学校ごとでの活動、市内合同での活動など柔軟に
対応

▶軟式野球
・地域のクラブとの連携
・指導者の派遣

▶学校部活動のない新たなクラブでの活動
・学校部活動のない新たな活動を積極的に設
置する。

・生徒の興味関心、地域の特性を生かした活
動の創設

（バドミントン、ラグビー、水泳、陸上など）

その他のキーワード

▶ 施設利用の柔軟化
・学校施設、公共施設の柔軟な活用に向けた整理

▶ 大学との連携
・指導者派遣や施設の利用への協力
・生徒の地元大学への関心

▶ 地元企業との連携
・指導者派遣などの連携

４-２ みよしクラブ活動のポイント

６



４-３ みよしクラブ（地域連携）：土日のみよしクラブ活動（令和６年４月～令和７年３月末まで）

▼令和６年度から、休日のみ学校部活動は行わずに、「みよしクラブ」として取り組みます。
▼ 各校の生徒はそれぞれの希望に応じた活動に参加します。

みよしクラブ

【みよしクラブ活動】

運営主体
みよしクラブ
【みよし市教育委員会】

指 導 者
クラブ指導者（協力者）
＋教員

参 加 者 市内の中学生

場 所 主として学校施設
（市の公共施設も）

三好中学校 北中学校 南中学校 三好丘中学校

参加

三
好
中
●
ク
ラ
ブ

み
よ
し
ダ
ン
ス
ク
ラ
ブ

ク
ラ
ブ

み
よ
し
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

みよしクラブ

北
中
▲
ク
ラ
ブ

実施

新たなみよしクラブ（予定）みよしクラブ（学校） みよしクラブ（合同）

み
よ
し
ラ
グ
ビ
ー
ク
ラ
ブ

三
好
丘
中
★
ク
ラ
ブ

南
中
●
ク
ラ
ブ

・・・・・・

み
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ブ

・・・

み
よ
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楽
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ブ

み
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し
▲
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ラ
ブ

み
よ
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水
泳
ク
ラ
ブ

み
よ
し
文
化
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ラ
ブ

大会へは学校部活動（合同）として、参加。
休日の活動のみ、みよしクラブとして活動。 ７



① クラブ指導者

市教育委員会が学校と連携して進めるみよしクラブ活動において、生徒の心身

の発達に資するために「みよし市部活動ガイドライン」を遵守し、指導できる者

４-４① みよしクラブの指導者について

▼ みよしクラブの指導者として、「クラブ指導者」と「クラブ協力者」を配置します。

具体的な業務内容（業務内容は、変更する場合もある）

（１）生徒の活動中の安全管理、活動意義の指導

（２）技術指導

（３）会場の鍵の管理（基本はスポーツ開放と同様の対応）

（４）安全・傷害予防に関する知識・技能の指導

（５）部活動に使用する用具及び利用する施設の点検及び管理

（６）けが、事故等が発生した場合における現場での対応

（７）顧問、中学校教頭との打合せ

８



② クラブ協力者

市教育委員会が学校と連携して進めるみよしクラブ活動において、生徒の心身の

発達に資するために「みよし市部活動ガイドライン」を遵守し、クラブの運営に協力

できる者

４-４② みよしクラブの指導者について

具体的な業務内容（業務内容は、変更する場合もある）

（１）生徒の活動中の安全管理、活動意義の指導

（２）技術指導

（３）安全・傷害予防に関する知識・技能の指導

（４）部活動に使用する用具及び利用する施設の点検及び管理

（５）けが、事故等が発生した場合における現場での対応
９



③ クラブ指導者とクラブ協力者の資格

市教育委員会が学校と連携して進めるみよし地域クラブ活動において、生徒の心身の発達に

資するために「みよし市部活動ガイドライン」を遵守し、クラブの運営に協力できる者

４-４③ みよしクラブの指導者について

（１）クラブ指導者
①中学校において、スポーツ、文化、科学等に関する教育活動に係る生徒の健全育成に対
する理念を共有し、技術的な指導に従事できること。

②①の条件に加えて、以下の２点のいずれかに該当し、市教育委員会・校長・（部活動コ
ーディネーター）が認める者

・中学校若しくは高等学校の部活動又は地域でのスポーツ活動、吹奏楽部の活動において
指導した経験を有する者

・指導員を必要とする部活動の運動種目、吹奏楽等文化活動において、技術指導が可能と
認められる者

③１８歳以上の者で研修を受講し、教育委員会が認めた者（高校生は不可）
（２）クラブ協力者

・以下の２点のいずれかに該当し、市教育委員会・校長・（部活動コーディネーター）が
認める者

①中学校において、スポーツ、文化、科学等に関する教育活動に係る生徒の健全育成に対
する理念を共有し、クラブの運営に協力できる者であること。

②１８歳以上の者で研修を受講し、教育委員会が認めた者（高校生は不可） 10



④ クラブ指導者とクラブ協力者の活動時間

※勤務日及び勤務時間の割り振りは、クラブ担当者、中学校顧問、学校教育課担当主事

等が連携を図ったうえで、調整して決めます。

４-４④ みよしクラブの指導者について

（1）クラブ指導者
・活動時間の上限は、週３時間かつ年間４０週とする。

（2）クラブ協力者
・活動の上限は、年間４０週とする。

11

⑤ クラブ指導者とクラブ協力者の謝礼

（1）クラブ指導者
・上限、１回4,800円（交通費込）
※1時間当たり1,600円として、活動時間により調整をする。

（2）クラブ協力者
・１回2,000円（交通費込）



＜目的＞

・中学校の部活動地域移行に携わる指導者が今後のみよしクラブ等の指導方法を学ぶ機会と

する。

・みよし市の中学生の健やかな成長を担う者として、指導者としての自覚をもつとともに、

みよしクラブの運営を通して、地域の活性化を図る。

４-４⑤ みよしクラブ指導者研修会の実施

12

＜研修会概要＞

① 年間３回とし、時間は２時間程度とする。

② 内容等

・第１回「魅力ある部活動の在り方・中学生への指導」

・第２回「事故対応（応急手当）・運動部活動で起こるスポーツ外傷とその対応」

・第３回「体罰・ハラスメントの根絶に向けて」

③ 講師

いずれも東海学園大学に依頼

④ 場所

東海学園大学内 教室等（未定）



４-５ 学校主導の部活動（平日の部活動）

▼土日の地域移行に向けて地域人材の活用を積極的に進めていくが、平日については教員主導による指導を継
続していく。平日は、休日の体制が整い次第、地域移行の体制を整えていく。

指導

地域人材
（地域、各種団体、大学等）

外部指導員部活動指導員教員

学校主導の部活動（従来通り）

指導

【学校主導による部活動】

運営主体 各中学校

指導者
当該校の教員
＋地域人材

参加者 主に当該校の生徒

場所 主に当該校の施設

13



今までの検討経緯

令和３年度

・部活動改革検討委員会の実施（年間３回）

＜委員＞小中学校 校長代表・教頭代表・体育主任代表

総合型地域スポーツクラブ代表・教育委員会（学校教育課・スポーツ課）

令和４年度

・部活動改革検討委員会の実施（年間４回）

＜委員＞小中学校 校長代表・教頭代表・体育主任代表

総合型地域スポーツクラブ代表

教育委員会（学校教育課・教育行政課・スポーツ課・生涯学習推進課）

令和５年度

・部活動改革検討委員会の実施（年間４回）

＜委員＞中学校 校長代表・教頭代表・中学校体育主任

スポーツ協会会長・総合型地域スポーツクラブ代表

教育委員会（学校教育課・スポーツ課・生涯学習推進課）

※教育行政課は、組織内改革により、学校教育課へ統合 14



課題 概要

指導者の確保

平日との連携

地域住民、大学、団体等の協力
・クラブ活動をみよし市全体で支えるための協力体制の構築

学校教員の活用
・教員が地域の指導者としてみよしクラブへ関わる場合の兼職・兼業の整理

指導料 ・指導者へ支払う指導料の整理
平日との連携 ・平日は学校部活動として行うので、休日の指導者との連携

施設利用 学校施設の活用
・みよしクラブの優先利用 ・活動時間の割り振り
・鍵の開け閉め、セキュリティー

公共施設の利用検討 ・みよしクラブの優先利用

多様な活動の創出 多様な（新たな）クラブ活動の創出
・生徒ニーズに沿った新たなクラブの創出

大会参加 みよしクラブの大会参加
・学校部活動と地域クラブの大会出場基準の整理 ・出場大会の整理

地域クラブへの理解促進 児童・生徒への周知
・児童、生徒の地域クラブ活動参加への理解

保護者への周知
・持続可能な地域クラブ活動運営に対する理解

参加料 参加料
・地域クラブ徴収金額の検討 ・参加料徴収方法の検討
・就学援助家庭へのサポート方法の検討

15
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